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附 則 

 
１ この供給約款の実施期日 

この供給約款は，令和８年４月１日から実施いたします。 

 

２ ちゅらクック割引（電化厨房住宅契約）についての特別措置 

(1) 適 用 範 囲 

従量電灯として電気の供給を受け，電磁誘導加熱調理器等の定格電圧 200

ボルトのクッキングヒーター（以下「クッキングヒーター」といいます。）

を据え付けて使用する需要で，お客さまがこの特別措置の適用を希望される

場合に，当分の間，適用いたします。 

(2) 料 金 

各月の料金は，従量電灯によって料金として算定された金額からイによ

って算定されたちゅらクック割引額を差し引いたものといたします。ただ

し，従量電灯によって料金として算定された金額から再生可能エネルギー発

電促進賦課金として算定された金額およびイによって算定されたちゅらクッ

ク割引額を差し引いてえた金額が 16（従量電灯）(4)に定める最低料金を下

回る場合は，16（従量電灯）(4)に定める最低料金および再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金として算定された金額の合計といたします。 

イ ちゅらクック割引額（電化厨房住宅割引額） 

ちゅらクック割引額は，１月につき次によって算定された金額といたし

ます。ただし，次によって算定された金額がハに定めるちゅらクック割引

上限額を上回る場合のちゅらクック割引額は，ハに定めるちゅらクック割

引上限額といたします。 

 

ちゅらクック割引額 ＝ ロの割引対象額 × ３パーセント 

 

ロ 割 引 対 象 額 

割引対象額は，その１月の使用電力量に 16（従量電灯）(4)によって算

定された最低料金と電力量料金の合計といたします。 
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ハ ちゅらクック割引上限額 

 

 

(3) そ の 他 

イ ちゅらクック割引額は，お客さまの申出にもとづいて当社がクッキン

グヒーターの取付けを確認した日以降の料金について適用いたします。 

ロ 当社は，クッキングヒーターの機能を確認させていただきます。この

場合，当社は，当該クッキングヒーターの機能を確認するために，必要

に応じてお客さまからクッキングヒーターに関する資料を提出していた

だきます。 

ハ お客さまがクッキングヒーターを取り付けもしくは取り替えまたは取

り外される場合は，当社に申し出ていただきます。 

ニ お客さまが無断でクッキングヒーターを取り外された場合は，違約金

を申し受けます。 

 なお，この場合の違約金は，39（違約金）に準じて算定するものとい

たします。 

ホ 当社は，27（日割計算）に準じて日割計算を行ない，料金を算定いた

します。ただし，ちゅらクック割引上限額の日割計算は，(4)（ちゅらク

ック割引上限額の日割計算の基本算式）によるものといたします。 

ヘ 26（料金の算定）(1)ロの場合で，日割計算をするときには，料金に変

更があった日の前後の期間ごとに割引対象額を算定いたします。 

ト その他の事項については，従量電灯にかかわる規定を準用するものと

いたします。 

(4) ちゅらクック割引上限額の日割計算の基本算式 

イ ちゅらクック割引上限額を日割りする場合 

ちゅらクック割引上限額 × 
 日割計算対象日数 

 検針期間の日数 
  

ロ 26（料金の算定）(1)ハに該当する場合は，イの 

１契約につき 550円00銭 
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 日割計算対象日数 

 検針期間の日数 
  は，

 日割計算対象日数 

 暦 日 数 
  

といたします。 

 

３ 供給停止についての特別措置 

次の地域については，36（供給の停止）(2)イおよびロにかかわらず，当分の

間，お客さまが料金および他の需給契約（既に消滅しているものを含みます。）

の料金を支払期日をさらに 30 日経過してなお支払われない場合に，電気の供

給を停止することがあるものといたします。 

うるま市勝連津堅 

南城市知念字久高 

本部町字瀬底（水納島） 

伊  江  村 

伊 平 屋 村 

伊 是 名 村 

渡 嘉 敷 村 

座 間 味 村 

 

４ 延滞利息についての特別措置 

延滞利息は，30（延滞利息）(3)で算定した金額にかかわらず，当分の間，延

滞利息対象額に３パーセントを乗じて算定してえた金額をこえないものといた

します。 

 

５ 災害救助法が適用された場合等の特別措置 

令和７年４月１日以降に当社の供給区域において災害が発生し，原則として

災害発生日から１年以内に，当社の供給区域内の地域が災害救助法第２条第３

項に定める災害発生市町村または本部所管区域市町村の区域（以下「災害救助

法適用地域」といいます。）として公示された場合，または当該災害が激甚災

害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第２条第１項に定める激甚
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災害として指定され，当社の供給区域内の地域がその対象地域となった場合で，

災害救助法の公示日または激甚災害の指定日が属する月から６月後の月の末日

までに，当該災害により被害を受けたお客さま（原則として災害救助法適用地

域または激甚災害の対象地域のお客さまに限ります。）の需要場所に係る需給

契約についてお客さまからこの特別措置の適用の申出があるときの電気料金そ

の他の供給条件は次のとおりといたします。 

 なお，当社は，お客さまからこの特別措置の適用の申出を受けた場合，必要

に応じて，り災証明書等を提出していただきます。 

(1) 災害により被害を受けたお客さまの料金について，災害発生日が属する月

の前月の料金の支払期日（支払期日が災害発生日以降となるものに限りま

す。）および災害発生日が属する月からその翌々月までの料金の支払期日を，

それぞれ１ヵ月延長いたします。 

(2) 災害により被害を受けたお客さまの需要場所において，災害により被害を

受けたときから引き続きまったく電気を使用しない場合には，お客さまの料

金を，26（料金の算定）にかかわらず，災害発生日が属する料金計算月の次

の料金計算月から６月に限り，免除いたします。 

(3) 災害により被害を受けたお客さまの需要場所において，次のいずれかに該

当する場合，51（工事費負担金等の申受けおよび精算）にかかわらず，工事

費負担金等の申受けについては，託送約款等によるものといたします。 

イ 災害により被害を受けたときから引き続きまったく電気を使用されず，

需給契約を廃止された後，お客さまが新たに当該需要場所にて災害発生日

が属する月の６月後の月の末日までに需給契約の申込みを行なわれた場

合で，かつ，その申込みが災害により被害を受けたときの当該需要場所に

おける契約負荷設備または契約電力をこえない場合 

ロ 再建等のため，お客さまが新たに当該需要場所にて災害発生日が属する

月の６月後の月の末日までに臨時電灯または臨時電力の需給契約の申込

みを行なわれた場合 

ハ 再建等のため，お客さまが災害発生日が属する月の６月後の月の末日ま

でに引込線，計量器，その付属装置，区分装置および通信設備等の取付位
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置の変更の申込みを行なわれた場合で，かつ，その供給方法が災害により

被害を受けたときの供給方法と同一である場合 

(4) 災害により被害を受けた低圧電力，臨時電力および農事用電力のお客さま

の需要場所において，電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった

場合，26（料金の算定）にかかわらず，災害発生日が属する月から６月後の

月の末日までの間は，その使用不能設備に相当する基本料金を申し受けませ

ん。 

(5) その他の事項については，本則に準ずるものといたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


